
６月1日(月)～22日(月)受付

名古屋市高齢者就業支援センター季刊誌

名古屋市高齢者就業支援センターは、名古屋市が高齢者の就業を支援するために設置した公の施設で、名古屋市シ
ルバー人材センターが指定管理者となっています。

開催講座のご案内

①名古屋市移動支援事業従業者養成研修
知的障害がある方の

外出時の移動を支援する
資格を取得します。
＊修了者は市内登録事業所で
有資格者としての就労が可能です。

②警備業基礎講習（裏面に特集）

③パワーポイント（基礎）
見栄えの良いプレゼンテーション資 料

の作成を学びます。

④（NEW）ワード・エクセル（基礎）
ワードとエクセルの基礎の両方を

効果的に学びます。

⑤スマホ活用講座
LINEの基本操作と災害時の

活用方法を学びます。

⑥スマホ決済講座

スマホ決済のしくみを学び、
決済アプリを体験します。

①介護職員初任者研修（通信制）

介護職として、身体介護までできる資
格を取得します。
＊旧ホームヘルパー2級
相当の資格になります。

（窓口又は郵送受付のみ）

②同行援護従業者養成研修
（一般・応用課程）

移動に著しい困難がある
視覚障害者の方の外出を支
援する資格を取得します。

（注：受講には、介護職員初任者
研修等修了以上の資格が必要です。）

③ワード（応用）

図形や写真を使った
文書や、エクセルの

データを活用した文書の
作成等、ワードのの応用を
学びます。

６月募集（7月開講）

多様な講座を展開し、就労に必要
な資格・技能の取得を支援します。

５月1日(金)～20日(水)受付

５月募集（６月開講）

詳細は、募集月初旬に配布する講

座ごとのチラシをご覧ください。
同時期にホームページにも掲載しま
す。

４月募集（４月１日～20日受付）の講座は、

講座ごとのチラシまたはHPをご覧ください。
①介護に関する入門的研修
     （募集が１か月早くなりました）

②除草（手作門業）従事者養成講習
③エクセル（基礎）
④シニアのための食生活講座
⑤スマホ入門講座
⑥スマホ基礎講座

わーく・わく通信 春

令和８年度

初心者向けスマホ相談会

（ 今年度からパソコン相談はなくなりました。）

毎月第3木曜日 13：30～16：00

支援センター4階喫茶コーナー前



就業相談コーナー
55歳以上の方を対象に、一人ひとりのご希望を丁寧に
伺い、働き方のアドバイスや求人情報の提供、就業相
談を行います。

問い合わせ先

名古屋市高齢者就業支援センター
名古屋市昭和区御器所通3丁目12番地の1
御器所ステーションビル４・５階

電話 (052)842-4691
FAX (052)842-4894

ホームページ：https://www.bes-c.com

いろいろな業務がありますが、求人が多いのは、次の２つの分野です。
①雑踏・交通誘導警備員：イベントやお祭りなど大勢の人が集まる場所で雑
踏事故や混乱が起きないように・警備誘導を行ったり（雑踏警備員）、道路
工事や建設現場などで車両や通行人の誘導・交通整理を行います（交通誘導
警備員）。
②施設警備員：ビル、事務所、工場、商業施設などで、常駐又は巡回により、
事故や火災、不法侵入などの防止・早期発見・事故対応を行います。

こんにちは！就業相談コーナーです。
令和８年度もよろしくお願いします。
今回は警備業界を詳しく説明してい
きます。

お仕事のことは

高齢者就業相談ダイヤル
（０５２）８４２－４６９２

警備業とは、
実際どんな仕
事をするので
すか。夜間に
ビルを見廻る
イメージなん
ですが・・・。

今まで警備を
やったことが
ない高齢者が
新しく始める
ことはできま
すか？

社会的なセキュリティ意識の高まりや、警備を必要とする施設は多いので、
安定的な求人があります。上記①では、繁忙期と閑散期の差が出ることか
ら、パート・アルバイトの比率が高いです。②では、施設によってはシフ
ト制を敷いて夜勤もあります。月給とした場合、２０万円前後が多いです。

求人状況は、
どんな感じで
すか？

警備業界で働く

警備業界シニア就職フェア

6月12日（金）13:00～14:00
警備業の法人事業所の人事担当者が、
事業内容や特徴などを各ブースにて
詳しく説明します。

55歳以上。予約不要・入場無料

警備業基礎講習

6月11日（木）10:00～15:00
6月12日（金）10:00～12:00
警備員になるための条件や心得など
を学びます。就職フェアへも参加い
ただきます。30名。

鶴舞中央図書館 １階集会室 ＜予約不要＞
毎月第２金曜日 13:30～16:00
（直近の開催日）
4/10（金）､5/8（金）、6/12（金）･･･

就業相談
コーナーが
出張します！

法律で、企業は「新任教育」を行わなければなりません。新任教育を受け
てから勤務しますので、初めての方でも安心です。この学習時間は、①で
は２０時間以上、②では３０時間以上となっています。

（②は、更に業務別研修あり。）
社会的責任の伴う業務ですので、責任感と法令を守る姿勢が求められます。
素早く状況を判断して、行動に移すことを心がけましょう。

駐車場はありません。公共交通機関利用願います
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